








‭当薬局では特別調剤基本料Aを算定しています。‬
‭当薬局では後発医薬品調剤体制加算2を算定しています。‬
‭当薬局では在宅薬学総合体制加算を算定しています。‬
‭当薬局では医療DX推進体制整備加算を算定しています。‬
‭当薬局では かかりつけ薬剤師指導料及び かかりつけ薬剤師包括管理料を算定しています。‬
‭当薬局では健康相談を行っています。‬

‭以下、当薬局の設備・機能・処方せん応需にあたって提供するサービスの概要です‬

‭1‬ ‭当薬局は、厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。‬

‭2‬ ‭当薬局は、700品目の医療用医薬品を備蓄しています。‬

‭3‬ ‭当薬局は、全国のどこの保険医療機関の処方せんでも、調剤致します。生活保護法、障‬
‭害者自  立支援法、労働者災害補償保険法等の各種公費負担医療も対応しています。‬

‭4‬ ‭当薬局は、患者様の希望により服用薬剤の種類や服用経過などを記録した‬
‭「薬剤服用歴の記録」‬‭を作成し‬‭、‬‭薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認すると‬
‭ともに複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤同士の‬
‭重複や相互作用の有無をチェックします。‬
‭そのために、処方せん受付時にお薬手帳をお預かり致します。お薬手帳をお持ちで無い‬
‭場合は、体質・アレルギー・副作用歴、他医療機関等で処方された医薬品・服薬状況等‬
‭をお伺いしますのでご協力ください。‬
‭相互作用等の有害事象防止に役立つお薬手帳をご希望の方はお申し出下さい。‬

‭5‬ ‭当薬局は、後発医薬品の調剤を積極的に行っています。‬

‭6‬ ‭当薬局は、医師の指示があるときは、在宅で療養されている患者様宅を訪問して、薬学‬
‭的管理‬
‭及び服薬指導等を行います。‬

‭7‬ ‭当薬局は、時間外・休日・夜間の処方せん調剤問い合わせに応じます。‬
‭問い合わせ先：ＴＥＬ　０７５－４０６－６１８２‬
‭尚、平日は１９：００以降、土曜日は１３：００以降に処方せんを受付した場合は、夜‬
‭間・休日等加算４０点（１点１０円：保険の負担割合により金額が異なります）が加算‬
‭されます。‬
‭また、営業時間外に緊急な求めで調剤した場合には、調剤報酬点数に基づいた時間外加‬
‭算等の加算がされます。‬

‭8‬ ‭当薬局は、調剤とお薬にかかわる情報の問い合わせに24時間応じます。‬
‭問い合わせ先：所在地　〒615-8073　京都市西京区桂野里町13番地14‬
‭TEL　075-406-6182　‬‭（開局時間外も薬剤師の携帯電話に転送され、24時間対応致しま‬
‭す）‬
‭FAX　075-406-6183‬
‭E-mail　‬‭fph.katsuraekihigashi@falco.co.jp‬

‭9‬ ‭当薬局は、患者様からいただいた情報を医療・調剤の目的以外には使用致しません。‬
‭お薬情報内容‬

‭ア．一般名　イ．剤型　ウ．規格　エ．製剤の特徴　オ．緊急安全性情報、安全性速報‬
‭カ．医薬品・医療機器等安全性情報　キ．医薬品・医療機器等の回収情報‬

‭〔開局時間〕　　‬
‭　　　　　‬ ‭月～金　‬ ‭9:00～19:30‬

‭　　土　　‬‭9:00～12:00（日・祝日休業）‬
‭ファルコ薬局　桂駅東口店‬

















‭指定居宅療養管理指導事業者　運営規程‬

‭ファルコ薬局桂駅東店‬‭作成　‬‭2023年　9月　4日‬‭作成‬

‭（事業の目的）‬
‭第１条‬

‭1．‬‭ファルコ薬局桂駅東店‬‭（指定居宅サービス事業者）が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅‬
‭療養管理指導（以下、「居宅療養管理指導等」という。）の業務の適正な運営を確保するため‬
‭に人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師‬
‭等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、‬‭ファルコ薬局桂駅東‬

‭店‬‭の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。‬
‭2．‬‭利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅におい‬

‭て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院‬
‭困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、そ‬
‭れらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。‬

‭（運営の方針）‬
‭第２条‬
‭　１．要介護者または要支援者（以下、「利用者」という）の意思および人格を尊重し、常に利用者‬

‭の立場に立ったサービスの提供に努める。‬
‭　２．地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の‬

‭保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。‬
‭　３．適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。‬
‭　　・保険薬局であること。‬

‭・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。‬
‭・麻薬小売業者としての許可を取得していること。‬
‭・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを‬

‭薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。‬
‭・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。‬

‭（従業者の職種、員数）‬
‭第３条‬
‭　１．従業者について‬
‭　　・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。‬
‭　　・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。‬
‭　　・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘‬

‭案した必要数とする。‬
‭２．管理者について‬

‭　　・常勤の管理者１名を配置する。但し、業務に支障がない限り、‬‭ファルコ薬局桂駅東店‬‭の管理者と‬
‭の兼務を可とする。‬

‭（職務の内容）‬
‭第４条‬
‭　１．薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せ‬

‭んの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学‬
‭的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のＡＤＬやＱＯＬに及ぼしている影響を確認し適‬
‭切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。‬

‭　２．訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医‬
‭等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。‬

‭（営業日および営業時間）‬



‭第５条‬
‭　１．原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但‬

‭し、国民の祝祭日、年末年始（‬‭１２月３１日～１月３日‬‭）を除く。‬
‭　２．通常、‬‭月曜日から金曜日の午前９：００～午後７：３０、土曜日の午前９：００～午後１２：‬

‭００‬‭とする。‬
‭　３．利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。‬

‭（通常の事業の実施地域）‬
‭第６条‬
‭　１．通常の実施地域は、‬‭京都市‬‭の区域とする。‬

‭（指定居宅療養管理指導等の内容）‬
‭第７条‬
‭　１．薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。‬
‭　　・処方せんによる調剤（患者の状態に合わせた調剤上の工夫）‬
‭　　・薬剤服用歴の管理‬
‭　　・薬剤等の居宅への配送‬
‭　　・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導‬
‭　　・使用薬剤の有効性に関するモニタリング‬
‭　　・薬剤の重複投与、相互作用等の回避‬
‭　　・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置‬
‭　　・ＡＤＬ、ＱＯＬ等に及ぼす使用薬剤の影響確認‬
‭　　・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言‬
‭　　・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価‬
‭　　・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導‬
‭　　・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言‬
‭　　・在宅医療機器、用具、材料等の供給‬
‭　　・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需‬
‭　　・その他、必要事項（不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等）‬

‭（利用料その他の費用の額）‬
‭第８条‬
‭　１．利用料については、介護報酬の告示上の額とする。‬
‭　２．利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの‬

‭内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。‬

‭（緊急時等における対応方法）‬
‭第９条　居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速‬

‭やかに主治医等に連絡する。‬
‭（その他運営に関する重要事項）‬
‭第１０条‬
‭　１．‬‭ファルコ薬局桂駅東店‬‭は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修‬

‭の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。‬
‭　２．従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。‬
‭　３．従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者‬

‭でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とす‬
‭る。‬

‭　４．サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個‬



‭人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。‬
‭　５．この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、‬‭ファルコ薬局桂駅東店‬‭と事業所の管理者‬

‭との協議に基づいて定めるものとする。‬
‭本規程は‬‭2023年9月4日‬‭より施行する。‬










